
 
 
 

 
 経済産業省では、3 月 6 日に中小企業・小規模事業者経営改善支援対策本部を開催し、経営改善支援や

資金繰り支援に向けた「経営改善支援対策」及び「同対策の速やかな実施」を決定いたしました。当協会

では、その決定を受けて 3 月 8 日より下記のとおり「経営改善・資金繰り相談窓口」を設置しております。 

 

 

記 
 

1. 設 置 日 平成 25 年 3 月 8 日 

2. 設 置 場 所 本所及び各支所 

3. 電 話 番 号 フリ ー ダイ ヤ ル   0120-972-150（本所） 

      本所営業部保証一課  019-654-1501 

           〃  保証二課  019-654-1502 

          釜 石 支 所   0193-22-1321 

 一 関 支 所  0191-23-2533 

 宮 古 支 所    0193-62-2700 

 大 船 渡 支 所  0192-27-1224 

 二 戸 支 所  0195-23-4115 

 奥 州 支 所  0197-25-3171 
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